
 
 

 

 

   ↓こちらに該当する方は申告が必要です↓ 

 

  「広報だいせん だいせん日和 1 月号」に申告が必要か不要かを判断できるフローチャートを掲載して

おりますのでそちらもご確認ください。 

  申告に必要な物（ ） 

【お問い合わせ先】 大仙市役所中仙支所 市民サービス課税務担当 ℡56-2117(直通) 

 【中仙地域版】 

会場は です。 



会場：中仙農村環境改善センター　多目的ホール　※　受付にて番号札をお取りになりお待ちください。番号順にお呼びいたします。


